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解体等工事を複数に分割して契約した、個別の契約では事前調査結果報告の要件未満だ

が、すべての契約を合わせると報告要件を超える。行政への報告は必要ですか。 

（令和５年１月13日追加） 

【答】 

  解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合、一の契約で請け負ったものとみ

なし、行政への報告は必要です。 

 

参考 

○令和２年 11 月 30 日付け環水大大発第 2011301 号 環境省水・大気環境局長通知「大気汚染防

止法の一部を改正する法律の施行等について 第３ 事前調査 ７ 事前調査結果等の報告」 

https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main13.pdf 


